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休日保育事業

＜本項目に関するお問い合わせ先＞ 保育支援課保育サービス係 ℡3647-4934（直通）

⽇曜⽇・祝⽇に、保護者が就労のため⾃宅での保育ができない場合は、下記保育園でお⼦様をお預かりします。江東区在住
の満１歳以上で、保護者の就労により家庭での保育が困難である場合等、利⽤要件を全て満たす方がご利⽤いただけます。

なお、ご利⽤いただくには、実施施設にて事前登録と利⽤申込みが必要です。詳細については、区ホームページ等でご案内
しております『休⽇保育のしおり』をご覧ください。

豊洲枝川さくらんぼ保育園ポピンズナーサリースクール⻲⼾さくらさくみらい 新東陽実施施設

枝川1-2-9⻲⼾6-31-1東陽2-4-39 1・2階住所

社会福祉法人誠高会株式会社ポピンズエデュケア株式会社さくらさくみらい事業者

03-6458-485003-5875-108503-6666-4039 電話番号

⽇曜⽇・祝⽇（12月29⽇〜1月3⽇を除く）実施日

7:00〜18:007:30〜18:30開所時間

各園10名定員

下記の要件を全て満たす方
◆満１歳以上
◆江東区内在住
◆⽇曜⽇、祝⽇に保育を必要としていること
◆江東区内の認可保育園、認定こども園、⼩規模認可保育園、居宅訪問型保育、認証保育所、家庭福祉員の

いずれかを利⽤していること
◆保育の必要性の認定（教育・保育給付認定もしくは施設等利⽤給付認定）を受けていること
◆保護者の就労により家庭での保育が困難であること

利⽤要件

上記の内容に変更がある場合は、区ホームページ（ホーム＞こども・教育＞保育園・保育施設＞保育園等の申込をされる方
へ＞休⽇保育事業）にてお知らせしますので、ご確認ください。
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